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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月5日(2017.10.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、第１出射側回折格子も同様に、第１出射面と対向する位置に配置されてもよく、
当該第１出射面とは反対側の第１導光体の面と対向する位置（第１導光体を挟んで第１出
射面と対向する位置）に配置されてもよい。
　前者の場合には、第１出射側回折格子は、透過型回折格子により構成でき、当該第１出
射面から出射された表示光束は、第１出射側回折格子により回折されて、虚像表示装置の
外部に出射される。すなわち、第１出射側回折格子は、第１出射面から入射される光を回
折して、虚像表示装置の外部に出射する透過型回折格子となる。
　後者の場合には、第１出射側回折格子は、反射型回折格子により構成でき、第１導光体
内を上記第１方向に進行しつつ第１出射側回折格子に入射された表示光束は、当該第１出
射側回折格子により回折されて、第１出射面から第１導光体の外部、すなわち、虚像表示
装置の外部に出射される。すなわち、第１出射側回折格子は、第１導光体から入射される
光を回折して、回折された光が第１出射面を介して外部に出射される方向に進行させる反
射型回折格子となる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　ここで、回折格子は、入射される光の波長が大きいほど回折角（出射光と回折格子の法
線とのなす角）が大きい。このため、第１入射側回折格子は、入射される表示光束を構成
する光を、それぞれの波長毎に異なる回折角で回折する。これにより、それぞれ波長が異
なる光は、それぞれ異なる領域にて内面反射を繰り返しつつ第１導光体内を第１方向側に
進行する。一方、第１出射側回折格子は、第１導光体から入射される光を、波長毎に異な
る回折角にて回折する。このような虚像表示装置から出射される光が入射される位置に観
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察者が位置すれば、当該光により形成される画像を虚像として観察できる。この際、第１
導光体を第１方向に長く形成し、当該第１方向に長い第１出射側回折格子を第１導光体に
設けることにより、第１方向における任意の位置で、入射された表示光束により形成され
る画像を、第１導光体の奥側（光の出射側とは反対側）に位置する虚像として視認できる
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　［第２実施形態の効果］
　以上説明した本実施形態に係る虚像表示装置１Ｂによれば、上記虚像表示装置１と同様
の効果を奏することができる他、以下の効果を奏することができる。
　方向調整層４５が出射側回折格子４３の光出射側に配置されていることにより、当該出
射側回折格子４３から出射される上記中心光の進行方向が、当該出射側回折格子４３の法
線（すなわち、出射面４１Ｂの法線）に沿わない場合でも、当該中心光が出射側回折格子
４３の法線及び出射面４１Ｂの法線に沿って出射されるように、当該方向調整層４５を通
過する光の進行方向を調整できる。従って、出射側回折格子４３及び出射面４１Ｂに対し
て視方向を傾斜させることなく、出射側導光装置４Ｂから出射された光により形成される
画像を視認できるので、当該画像を視認しやすくすることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　なお、このような虚像表示装置１Ｂが有する出射側回折格子３３，４３を、上記第１実
施形態の変形で示した特性を有する構成としてもよい。また、当該虚像表示装置１Ｂが、
上記透過光量調整層３４，４４を有する構成としてもよい。これらの場合、いずれの観察
位置においても、それぞれ略同じ輝度の画像を視認できるという効果を享受できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　投射装置２は、本実施形態では、表示光束の投射方向がＹ方向とは反対方向となるよう
に、入射側導光装置３ＣのＹ方向側に位置する。
　入射側導光装置３Ｃは、上記入射側導光装置３と同様に、長軸方向がＸ方向に沿う入射
側導光体３１と、入射側回折格子３２及び出射側回折格子３３と、を備える。しかしなが
ら、本実施形態では、入射側回折格子３２は、入射側導光体３１においてＹ方向側を向く
第３面３１３におけるＸ方向とは反対側の領域である入射面３１Ａを覆うように取り付け
られ、出射側回折格子３３は、当該第３面３１３におけるＸ方向側の領域である出射面３
１Ｂを覆うように取り付けられている。そして、各面３１１，３１２，３１４～３１６の
全面と、第３面３１３における入射面３１Ａ及び出射面３１Ｂ以外の領域とには、全反射
層が形成されている。すなわち、入射側導光装置３Ｃは、入射側導光体３１の第１面３１
１がＹ方向側を向くように配置した入射側導光装置３と同じ構成である。
　このような入射側導光装置３Ｃに対して投射装置２から投射された表示光束は、それぞ
れＹ方向側を向く入射側回折格子３２及び入射面３１Ａを介して、入射側導光体３１内に
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入射され、内面反射を繰り返しつつＸ方向側に進行し、同じくＹ方向側を向く出射面３１
Ｂ及び出射側回折格子３３を介して、出射側導光装置４Ｃに向けて出射される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　［第３実施形態の効果］
　以上説明した本実施形態に係る虚像表示装置１Ｃによれば、上記虚像表示装置１と同様
の効果を奏することができる。
　なお、このような虚像表示装置１Ｃが有する出射側回折格子３３，４３を、上記第１実
施形態の変形で示した特性を有する構成としてもよい。また、当該虚像表示装置１Ｃが、
上記透過光量調整層３４，４４を有する構成としてもよい。これらの場合、いずれの観察
位置においても、それぞれ略同じ輝度の画像を視認できるという効果を奏することができ
る。更に、上記方向調整層４５を、出射側回折格子４３の光出射側に配置してもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　［第４実施形態］
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。
　本実施形態に係る虚像表示装置は、上記虚像表示装置１Ｂと同様の構成を有する。ここ
で、当該虚像表示装置１Ｂでは、入射側回折格子３２，４２及び出射側回折格子３３，４
３は、それぞれ透過型回折格子により構成され、それぞれ入射面３１Ａ，４１Ａ及び出射
面３１Ｂ，４１Ｂに対向する位置に配置されていた。これに対し、本実施形態に係る虚像
表示装置では、入射側回折格子及び出射側回折格子は、それぞれ反射型回折格子により構
成され、入射側導光体３１及び出射側導光体４１に対する位置が異なる。この点で、本実
施形態に係る虚像表示装置と上記虚像表示装置１Ｂとは相違する。なお、以下の説明では
、既に説明した部分と同一又は略同一である部分については、同一の符号を付して説明を
省略する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　［実施形態の変形］
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲で
の変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　上記各実施形態では、虚像表示装置１，１Ａ～１Ｄは、投射装置２から出射された光を
Ｘ方向に分散させて出射する入射側導光装置３，３Ａ，３Ｃ，３Ｄと、当該入射側導光装
置３，３Ａ，３Ｃ，３Ｄから入射される光をＹ方向に分散させて出射する出射側導光装置
４，４Ａ～４Ｄと、を備える構成とした。しかしながら、本発明はこれに限らない。すな
わち、虚像表示装置は、投射装置２と、入射側導光装置３，３Ａ，３Ｃ，３Ｄ及び出射側
導光装置４，４Ａ～４Ｄのいずれかとにより構成されていてもよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　上記第１～第３実施形態では、入射側回折格子３２，４２は、入射側導光体３１、出射
側導光体４１の入射面３１Ａ，４１Ａと対向する位置に配置され、出射側回折格子３３，
４３は、出射面３１Ｂ，４１Ｂと対向する位置に配置された。そして、これら回折格子３
２，３３，４２，４３は、透過型回折格子により構成した。また、上記第４実施形態では
、入射側回折格子３２Ｄ，４２Ｄは、導光体３１，４１を挟んで入射面３１Ａ，４１Ａと
対向する位置に配置され、出射側回折格子３３Ｄ，４３Ｄは、導光体３１，４１を挟んで
出射面３１Ｂ，４１Ｂと対向する位置に配置された。そして、これら回折格子３２Ｄ，３
３Ｄ，４２Ｄ，４３Ｄは、反射型回折格子により構成した。しかしながら、本発明はこれ
に限らない。すなわち、入射側導光装置及び出射側導光装置のそれぞれに採用される２つ
の回折格子のうち、一方が透過型回折格子により構成され、他方が反射型回折格子により
構成されていてもよい。また、入射側導光装置及び出射側導光装置のうち、一方の導光装
置が２つの透過型回折格子を有し、他方が２つの反射型回折格子を有する構成としてもよ
い。すなわち、各導光装置における回折格子の特性及び配置は、適宜変更可能である。
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